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 ※ 「いじめを受けた児童や保護者からいじめにより重大な被害が生じた」 
  という申し出があったとき（人間関係が原因で心身の異常や変化を訴える 
  申し出等の「いじめ」という言葉を使わない場合を含む。） 

・ 状況に応じて、所轄警察署・法務局・児童相談所など、関係機関との連携
を図る。 

（２） いじめを受けた児童又はその保護者への支援 
    ・ 「複数の教職員で見守る」「いじめを行った児童を別室で指導する」な

ど、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、安心して学校生活を
継続するよう伝える。 

    ・ 上記の対応によっても、いじめを受けた児童が学校を欠席せざるを得な
い状況が続く場合には、学習の支援など、いじめられた児童及びその保護
者の心情に寄り添いながら支援する。 

        その際、「出欠席の取り扱い」「内申も含めた成績への影響」について、
いじめられた児童に不利益が生じないことを初期段階から説明するよう配
慮する。 

    ・ 当該事案に気づき次第直ちに、いじめを受けた児童及びその保護者の要
望・意見を聴き取る。その際、誰がいじめを受けた児童・保護者の聴き取
りを行うかについては、いじめを受けた児童・保護者の意向を尊重する。 

    ・ 学校は、いじめを受けた児童及びその保護者の「知る権利」を尊重し、
いじめの疑いのある事案の背景・経過・事実関係等に関する調査結果その
他の事案関連情報の開示及び説明を積極的に行う。 

    ・ 保護者には、電話連絡だけでなく、家庭訪問等により、その日のうちに
事実関係を伝える。 

    ・ 状況に応じて、なごや子ども応援委員会や外部専門家の協力を得る。 
    ・ いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折

りに触れ必要な支援を行うことが大切である。 
    ・ なごや子ども応援委員会に「対して、いじめを受けている児童への個別

の安全確保、警察と連携した対応の窓口を担うようＳＰによる支援の要請
を行う。 

    ・ 犯罪行為に該当するもの、あるいは強く疑われるものは、教育委員会に
一報するとともに、警察へ相談又は通報する。     

（３） いじめを行った児童への指導又はその保護者への助言 
    ・ いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを

理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。 
    ・ 迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上、い

じめを行った児童を別室で指導する等、学校と保護者が連携して以後の対
応を適切に行えるよう、保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する
継続的な助言を行う。 

    ・ いじめを行った児童が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当
該児童の健全な人格の発達に配慮する。 

○「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある」 
    ・児童生徒が自殺を企図した場合   ・身体に重大な傷害を負った場合 
    ・金品等に重大な被害を被った場合  ・精神性の疾患を発症した場合 
○「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある」 
       ・30 日を待たず、１週間をめどに連絡し概要を報告する   


